
 
 
 中部管区警察局三重県情報通信部

 

オープンカウンター方式による見積依頼について 

 
 

 ・随意契約を前提とした見積依頼です。
・提出された有効な見積書のうち、最低価格（消費税込み）を提示された事業者を契約の相手方とします。 
 

 　《留意事項》
 １　見積合せに参加する者に必要な資格等

 　⑴　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、

 同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 　⑵　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

 　⑶　警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
　⑷　警察当局から、暴力団若しくは暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者とし

 て、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 

 ２　案件内容
     別添「オープンカウンター方式による見積依頼案件」のとおり

 
 ３　連絡先（見積書等の問合せ先及び提出先）

 　　〒514-8514　三重県津市栄町一丁目100番地 
 　　中部管区警察局三重県情報通信部通信庶務課経理係

     　代表電話番号　059-222-0110
 　　　Ｆ Ａ Ｘ 番 号　059-226-5305

 　　　メールアドレス　mie.CGA@npa.go.jp
    ※１　説明等を受けるため直接来庁される場合は、事前に電話連絡をお願いします。事前連絡なしで

 来庁されますと、担当者が不在の場合があります。    
　　※２　見積書は持参、郵送を問わず、締切日時必着とします。見積書の提出期限までに提出、到達で

きなかった見積書は無効となることがありますので御注意ください。 
　　　　　なお、見積書への押印を省略する場合はファクシミリ、電子メールによる提出も可能です。 
　　※３　見積書の様式は、各社の見積書で結構ですが、別紙「見積書記載要領」の内容を満たしていな

 ければ無効となることがありますので御注意ください。
 

 ４　相当品による参加申出
 　　仕様書で相当品を「可」と提示している場合は、案件に係る相当品による見積参加を認めます。

　　相当品による参加を希望する場合は、見積書の提出期限の３日前（ただし、日数には土曜日、日曜日、
国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始の休日を含まない。）までに相当品に係るカタログ

 又は仕様書を添えて、持参又は郵送（ファクシミリ、電子メールも可）により申し出てください。
 相当品による見積参加の申出があった場合は、承諾の可否を連絡いたします。

 
 ５　契約の相手方及び契約金額について

提出された有効な見積書のうち、予定価格の範囲内であり、かつ、最低価格（消費税込み）を提示さ
 れた事業者を契約の相手方とします。

　　見積額は、各案件において特段の指示のない限り、当該案件の履行に要する一切の費用を含んだ総価
 　（消費税込み）を記載してください。

 　　契約金額は原則として、見積書に記載されている金額（消費税込み）となります。
 

 ６　見積合せ結果について
 　　参加事業者の方は、上記３に問い合わせいただければ決定業者及び金額についてお伝えします。

     
 ７　契約書等作成の要否について

　  会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の契約書又は請書を作成していただきます（契約
金額によっては作成を省略する場合があります。）。 

 
 ８　その他

　　見積書作成等に要する費用は参加者の負担とします。



 別紙
 

見積書記載要領 

 
各社の見積書様式での提出も可能ですが、以下の吹き出し部分の内容は必須です。なお、 

 必須事項の記載なき見積書は無効となりますので、ご注意願います。　　　　　　　　　　　
 
 
 
 

御　見　積　書 

 
 令和　　年　　月　　日

 
 　中部管区警察局三重県情報通信部長　殿

 　下記のとおりお見積り申し上げます。
 

                                                         ○○県○○市○○○番地
                                                         ○○○○○株式会社

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡ ○○○ー○○○ー○○○○
                                                         代表取締役社長　○○　○○

 
                                                        担当　　△△　△△ 
                                                        ℡   △△△△ー△△ー△△△△ 

             
 
 
 

 　合計金額　￥○○○，○○○．ー （消費税込み） 

  　　　　　　　　　　　　　　　
 
 

品　　　　名 規　　　　格 数　量 単　　価 金　　額

     ○○○○　△個　外□件  １式 ○○○，○○○
   

 

小　計   ○○○，○○○

消費税    　 ○，○○○

合　計   ○○○，○○○

見積書提出日を記載して

ください。

※社印、代表者印の押印は省略可能ですが、省略する場合は、

担当者名（フルネーム）と連絡先を記載してください。

代表者と連絡先が同じ場合は「連絡先は代表者に同じ」等

の記載をお願いします。

消費税込みの見積額を記載

案件内容は、『オープンカウンター方式による見積依頼案件』に提示された件名

「車両整備等作業（単価契約） １式 ￥○○○，○○○」

と記載願います。

また、最低価格の見積書を提示された事業者には、見積内訳書の提出を別途依頼

します。

社 印 代表者 

印



オープンカウンター方式による見積依頼案件  

 

   案件 件　　　名 仕様書の 見積書提出期限

番号 公開

  １ ＥＮ片耳ヘッドセットパック(Ｌｖ.Ｍ/ブラック) 公開 令和８年６月５日

３個　外19件 午後4時00分

  ２ 車両整備等作業（単価契約） 公開 令和８年６月９日

午後4時00分

 ３

 ４

 ５

 ６

 ７

 ８

 ９

   　※　案件内容の説明等を受けるため直接来庁される場合は、事前に電話連絡をお願い

　　　します（事前連絡なしで来庁されますと、担当者が不在である場合があります）。 

 

※　仕様書を公開していない案件については、「３　連絡先」記載の連絡先に連絡の

 　上、仕様書を受領してください。



（案件番号２） 

仕　　様　　書 

 

１　件名 

車両整備等作業（単価契約） 

 

２　目的 

本件は、中部管区警察局三重県情報通信部（以下「発注者」という。）が保有する車

両について、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）、道路運送車両の保安基準（昭

和26年運輸省令第67号）その他の法令に基づく車検整備、定期点検整備（以下「整備

等」という。）を行うものである。 

なお、整備等を実施する整備工場は、道路運送車両法第94条の２に規定される指定

自動車整備事業の指定を受けた工場又は同法第78条による認証を受けた工場とする。 

 

３　契約期間 

　　契約締結日から令和９年３月31日までとする。 

 

 ４　対象車両及び発注予定数量

別紙１「整備対象車両一覧表」及び別紙２「発注予定数量一覧表」のとおりとする。 

 なお、発注予定数量は、実際の発注数量を保証するものではない。

 

５　車両保管場所 

　　三重県津市栄町一丁目100番地 

 

６　作業内容 

 （1）発注者は、発注指示書（様式－１）により発注を行うものとし、整備等の内訳は

発注指示書に明示されている内容とする。 

 （2）受注者は、発注後に整備等において本契約に定めのない作業が必要となった場合

には、当該作業に要する費用に係る見積書を発注者に提出するものとする。 

この場合において、発注者は、本契約とは別途の契約を受注者との間で締結する

ものとする。 

 （3）車両の整備工場への搬送及び車両保管場所への返却については、受注者の責任に

おいて行うこと。 

 （4）受注者は、発注者から車両を引き取った日から３日以内（ただし、行政機関の休

日に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条に掲げる行政機関の休日を除く。）に

車両を受注者へ返還すること。 

 （5）受注者は、整備等の完了後、速やかに以下に示す書類（該当がある場合のみ）を

添えて作業完了報告書（様式－２）を受注者に提出するものとする。 

　　　ア　点検整備記録簿 

　　　イ　自動車検査証 

　　　ウ　自動車損害賠償責任保険証明書 

 （6）本作業を実施するに当たり、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律



（平成12年法律第100号）に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に

示す作業を行う場合は、基本方針の判断基準を満たすものとする。 

 （7）整備等により生じた不用物品は、受注者が適切に処分するものとする。 

 （8）自動車重量税及び自動車損害賠償責任保険料の納付等に伴う一切の手続きは受注

者が行うものとし、必要な費用は受注者が代行納付すること。 

 

７　整備等項目 

 （1）車検整備 

道路運送車両法による道路運送車両の検査に合格することを対象とするもので、

法定24か月点検（自家用貨物車にあっては法定12か月点検）、車検関連作業、検査機

器による検査、定期交換部品の交換その他の指示箇所の整備を実施するものとする。 

 （2）12か月定期点検及び６か月定期点検 

自動車点検基準（昭和26年運輸省令第70号）に定める定期点検基準の点検箇所そ

の他の指示項目の整備を実施するものとする。 

 

８　交換部品の取扱い 

整備等に使用する部品については、ＪＩＳ規格品又は同等品を使用すること。 

 

９　工賃の取扱い 

　整備等に係る工賃については、原則として実際の作業量の多寡にかかわらず作業項

目ごとに予め定められた金額とする。 

 

10　検査 

発注者は、上記６（5）により提出された書類をもって履行の完了を確認する検査を

行うものとする。 

 

11　その他 

 （1）発注を受けた車両の保管は、受注者が責任を持って行うこと。 

なお、車両に損害を与えた場合は、速やかに発注者に報告し、受注者の責任にお

いて原状回復するものとする。 

 （2）本仕様書において、特に定めのない事項に関しては、発注者と協議の上、その指

示に従うものとする。 

 （3）作業の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏えいしてはならない。 



別紙１

2
4
か
月

1
2
か
月

６
か
月

1 ニッサン エクストレイル NT31-053240 DBA-NT31 普通乗用 三重301た5411 H21.11.12 R8.11.11 1,990 1,500 1,775 ◎ ガソリン 34,200 17,650

2 ニッサン ADバン VY12-135436 DBF-VY12 小型貨物 三重400と4417 H24.11.15 R8.11.14 1,490 1,150 1,710 ◎ ○ ガソリン 8,200 12,850

3 スバル フォレスター SJ5-024081 DBA-SJ5 普通乗用 三重301の4726 H25.12.16 R8.12.16 1,990 1,470 1,745 ◎ ガソリン ○ 34,200 7,470

4 トヨタ プロボックス NSP160-0039966 DBE-NSP160V 小型貨物 三重400に7738 H30.12.20 R8.12.19 1,320 1,090 1,600 ◎ ○ ガソリン 5,000 12,850

5 ニッサン エクストレイル TNT31-007952 CBA-TNT31 普通乗用 三重301ち 691 H22.02.04 R9.02.03 2,480 1,570 1,845 ◎ ガソリン ○ 45,600 7,470

6 ニッサン キャラバン VW6E26-102462 LDF-VW6E26 小型貨物 三重400に4860 H30.03.19 R9.03.18 2,480 2,040 3,205 ◎ ○ 軽油 ○ 16,400 6,350

7 トヨタ エスティマ AHR20-7041901 DAA-AHR20W 普通乗用 三重301ち3702 H22.03.17 R9.03.16 2,360 1,930 2,370 ◎ ガソリン 20,000 17,650

※整備内容欄の「◎」は車検、「○」は定期点検を示す。

整備対象車両一覧表

登録番号
番
号

社名 車名 型式 種別用途
自賠責
保険料

緊
急
自
動
車

整備内容

初度登録
年月日

車検満了
年月日

総排気
量

（cc）

車両
重量

（kg）

総重量
（kg）

自動車
重量税

車台番号 油種



別紙２

番号 品目 規格 数量 単位 摘要

1

車検整備 24か月 1 式

継続検査代行手数料 1 式

下回り洗浄 1 式

エアエレメント清掃 1 式

エンジンオイル 車両に適合する中等品質以上 3.8 L

オイルエレメント 　　　　　　　〃 1 個

ブレーキオイル 　　　　　　　〃 1 式

冷却水 　　　　　　　〃 1 式

ワイパーゴム 撥水タイプ 1 式 フロント２本、リア１本

自動車重量税 1 式

自動車損害賠償責任保険料 1 式

2

車検整備 12か月 1 式

継続検査代行手数料 1 式

下回り洗浄 1 式

エアエレメント清掃 1 式

エンジンオイル 車両に適合する中等品質以上 3.0 L

オイルエレメント 　　　　　　　〃 1 個

ブレーキオイル 　　　　　　　〃 1 式

冷却水 　　　　　　　〃 1 式

ワイパーゴム 撥水タイプ 1 式 フロント２本、リア１本

自動車重量税 1 式

自動車損害賠償責任保険料 1 式

3

車検整備 24か月 1 式

継続検査代行手数料 1 式

下回り洗浄 1 式

エアエレメント清掃 1 式

エンジンオイル 車両に適合する中等品質以上 4.8 L

オイルエレメント 　　　　　　　〃 1 個

ブレーキオイル 　　　　　　　〃 1 式

冷却水 　　　　　　　〃 1 式

ワイパーゴム 撥水タイプ 1 式 フロント２本、リア１本

自動車重量税 1 式

自動車損害賠償責任保険料 1 式

発注予定数量一覧表

ニッサン　ADバン　三重400と4417

ニッサン　エクストレイル　三重301た5411

スバル　フォレスター　三重301の4726



別紙２

4

車検整備 12か月 1 式

継続検査代行手数料 1 式

下回り洗浄 1 式

エアエレメント清掃 1 式

エンジンオイル 車両に適合する中等品質以上 3.7 L

オイルエレメント 　　　　　　　〃 1 個

ブレーキオイル 　　　　　　　〃 1 式

冷却水 　　　　　　　〃 1 式

ワイパーゴム 撥水タイプ 1 式 フロント２本、リア１本

自動車重量税 1 式

自動車損害賠償責任保険料 1 式

5

車検整備 24か月 1 式

継続検査代行手数料 1 式

下回り洗浄 1 式

エアエレメント清掃 1 式

エンジンオイル 車両に適合する中等品質以上 4.8 L

オイルエレメント 　　　　　　　〃 1 個

ブレーキオイル 　　　　　　　〃 1 式

冷却水 　　　　　　　〃 1 式

ワイパーゴム 撥水タイプ 1 式 フロント２本、リア１本

自動車重量税 1 式

自動車損害賠償責任保険料 1 式

6

車検整備 12か月 1 式

継続検査代行手数料 1 式

下回り洗浄 1 式

エアエレメント清掃 1 式

エンジンオイル 車両に適合する中等品質以上 7.8 L

オイルエレメント 　　　　　　　〃 1 個

ブレーキオイル 　　　　　　　〃 1 式

冷却水 　　　　　　　〃 1 式

ワイパーゴム 撥水タイプ 1 式 フロント２本、リア１本

自動車重量税 1 式

自動車損害賠償責任保険料 1 式

トヨタ　プロボックス　三重400に7738

ニッサン　キャラバン　三重400に4860

ニッサン　エクストレイル　三重301ち691



別紙２

7

車検整備 24か月 1 式

継続検査代行手数料 1 式

下回り洗浄 1 式

エアエレメント清掃 1 式

エンジンオイル 車両に適合する中等品質以上 4.3 L

オイルエレメント 　　　　　　　〃 1 個

ブレーキオイル 　　　　　　　〃 1 式

冷却水 　　　　　　　〃 1 式

ワイパーゴム 撥水タイプ 1 式 フロント２本、リア１本

自動車重量税 1 式

自動車損害賠償責任保険料 1 式

8

定期点検整備 ６か月 1 式

下回り洗浄 1 式

エンジンオイル 車両に適合する中等品質以上 2.8 L

9

定期点検整備 ６か月 1 式

下回り洗浄 1 式

エンジンオイル 車両に適合する中等品質以上 3.4 L

10

定期点検整備 ６か月 1 式

下回り洗浄 1 式

エンジンオイル 車両に適合する中等品質以上 7.5 L

トヨタ　エスティマ　三重301ち3702

ニッサン　キャラバン　三重400に4860

ニッサン　ADバン　三重400と4417

トヨタ　プロボックス　三重400に7738



（様式－１） 

 令和　　年　　月　　日

 

発　注　指　示　書 

 

 ○○株式会社

 代表取締役　○○　○○　殿

 中部管区警察局三重県情報通信部

 ○○　○○

 

　下記のとおり発注する。

  

車  種  名 登  録  番  号

                           
種 　 別                           
 車検整備　・　12か月定期点検整備　・　６か月定期点検整備 
（○で囲む）                               

発注内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式－２） 

 令和　　年　　月　　日

 

作　業　完　了　報　告　書 

 

 

中部管区警察局三重県情報通信部長　殿 

                       　　　　　　　　　　　　　　　　○○株式会社 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役　○○ ○○ 

                                                                            　 

　　令和　　　年　　月　　日付け発注指示書により受注した下記作業について、下記のとおり 

　作業が完了したので、報告する。

  

車  種  名 登  録  番  号

                           
種 　 別                           
 車検整備　・　12か月定期点検整備　・　６か月定期点検整備 
（○で囲む）                               

作業内容（別紙添付も可）

 

 

 

 

 

 

 

 


